
持続的な賃上げに向けて課題

となっている労務費の増加分

の転嫁は、まったくできていな

い企業が25.6％に上っていま

す。 

原材料費やエネルギー費を

含めたコスト全体の価格転嫁

については、50.9％の中小企

業が上昇分の４割以上を転嫁

できていますが、2023 年 10

月の前回調査より 4.4 ポイン

ト低下しています。2023 年

11 月には公正取引委員会が、

中小企業の賃上げ分の価格転

嫁を促す指針を公表しました

が、転嫁が十分に行われていな

い状況です。 

 

◆価格協議が実施できた企

業は７割超、４割以上の価格

転嫁ができた企業も５割超 

発注側企業との「価格協議の

動向」については、「協議を申

し込み、話し合いに応じてもら

えた」66.0％、「コスト上昇分

の反映の協議を申し込まれた」

7.7％で、合計すると「協議で

きている」企業は73.7％と、

2023年10月調査から0.7ポ

イント減少しているものの、７

割超と高水準であり、価格協議

は浸透しているといえます。 

一方、コスト増加分の「価格

転嫁の動向」については、

50.9％の企業が「４割以上の

価格転嫁」が実施できています

が、2023年10月調査から

4.4ポイント減少しています。 

  

◆労務費増加分では、価格転

嫁がまったくできていない

企業が 25.6％ 

コスト増加分のうち労務費

増加分の「価格転嫁の動向」に

ついては、「４割以上の価格転

嫁」が実施できた企業は

33.9％で、2023 年 10 月調

査から 0.8 ポイント減少とほ

ぼ横ばいとなっています。 

また、まったく価格転嫁でき

ていない企業は 25.6％あり、

価格転嫁の進捗は足踏みして

いる実態が懸念されます。 

 
【日本商工会議所「商工会議所ＬＯＢＯ

（早期景気観測）2024 年調査結果」】 

https://cci-lobo.jcci.or.jp/wp-

content/uploads/2024/04/LOBO2

02404.pdf 

 

 

６月の税務と労務の手続期
限［提出先・納付先］ 
 
 

３日 

○ 労働保険の年度更新手続

の開始＜7 月 10 日まで

＞［労働基準監督署］ 

１０日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴

収税額の納付［郵便局また

は銀行］ 

 

７月１日 

○ 個人の道府県民税・市町村

民税の納付＜第 1 期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・

納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇

用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌

月末日＞［公共職業安定

所］ 

 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

間で３回以上正当な理由のな

い自己都合退職を行った人の

給付制限期間は３カ月とされ

ます。 

 

◆育児休業に関する新給付 

令和７年４月１日から、育児

休業に関する２つの給付が創

設されます。 

 出生後休業支援給付は、子

の出生後間もない期間に両親

がともに 14 日以上育児休業

を取得した場合、休業開始前

の賃金の 13％が最大 28 日

分、支給されます。 

 育児時短就業給付は、２歳

未満の子の養育のため所定労

働時間を短縮して短時間勤務

を行う場合の賃金減額分の一

部を補助するもので、短時間

勤務を開始する前の賃金の約

10％が支給されます。 

 

◆雇用保険の適用拡大 

令和 10 年 10 月１日か

ら、「31 日以上継続して雇用

されることが見込まれ」かつ

「１週間の所定労働時間が

10 時間以上」の労働者が雇

用保険に加入することとなり

ます。被保険者資格取得手続

を行う機会が大幅に増えるほ

か、基本手当の受給や離職票

の作成にも影響が及ぶため、

今後の情報を注意深く確認す

る必要があります。 

 
【厚生労働省「雇用保険法等の一部を

改正する法律案（令和６年２月９日提

出）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/topic

s/bukyoku/soumu/houritu/213.ht

ml 

 

【同省「労働政策審議会職業安定分科

会雇用保険部会報告」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houd

ou/0000107715_00006.html 

 

 

中小企業、労務費増加分の

価格転嫁は十分に進まず足

踏み～日本商工会議所の調

査より 

 

日本商工会議所は４月 30

日、「商工会議所ＬＯＢＯ（早

期景気観測）」の４月調査結果

を発表しました。全国の会員

企業 2,472 社を対象に調査

したもので、2024年４月12

日～18 日に実施し、2,033

社から回答を得ています。今

月の付帯調査「コスト増加分

の価格転嫁の動向」によると、

来年４月から自己都合退職

者の基本手当の給付制限の

扱いが変わります 

 

◆改正雇用保険法が成立 

 ５月 10 日、改正雇用保険

法が成立しました。改正項目

は、育児休業に関する給付新

設、教育訓練やリ・スキリング

支援の充実や雇用保険の適用

拡大など、多岐にわたります。

（育児休業に関する給付新設

を含む子ども・子育て支援法

等の一部を改正する法律案は

参議院で審議中）。 

 

◆自己都合退職者の基本手

当の給付制限はどう変わ

る？ 

令和７年４月１日から、法

改正により、要件を満たす公

共職業訓練等を受ける受給資

格者は給付制限なく基本手当

を受給できるようになりま

す。 

また通達の改正により、正

当な理由のない自己都合離職

者への基本手当の給付制限期

間が１カ月に短縮されます。

ただし、短期で入退社を繰り

返すのを防止するため、５年
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